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第１７９回 品川区都市計画審議会 

令和５年１０月１７日 

事務局  皆様、資料はおそろいでございましたでしょうか。それでは、定刻よ

り早いんですが、皆様おそろいになったようですので、始めさせていた

だきたいと思います。 

 まずは委員の皆様方、大変御多忙中のところ御出席を賜りまして、誠

にありがとうございます。 

 本日も会議の時間が長時間にならないように努めてまいりますので、

御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 本日、真野委員におかれましては、所用のため欠席となってございま

す。 

 本日の予定でございますけれども、お手元の次第を確認いただけます

でしょうか。審議案件が３件でございます。 

 まず、議第４２０号は「勝島運河公園における東京都市計画公園の変

更」でございます。 

 そして、その次の議第４２１号は「勝島公園における東京都市計画公

園の変更」でございます。 

 それから最後、議第４２２号は「幹線街路補助線街路第１４５号線に

おける東京都市計画道路の変更」でございます。 

 それから、この３件は全て区決定の案件となってございます。 

 また、初めに議第４２０号について御審議いただきまして、その後に

議第４２１号と議第４２２号の２件をまとめて御審議をお願いしたいと

考えております。 

 それでは会長、よろしくお願いいたします。 

星野会長  おはようございます。 

 ただいまから、第１７９回品川区都市計画審議会を開会いたします。 

 これより審議に入りますが、本日、２名の傍聴を希望される方がいら

っしゃいます。品川区都市計画審議会条例施行規則第３条により、本日

の審議会を公開することに対して、問題ないと思われますが、御異議あ

りませんか。 

（異議なしの声） 

 異議なしとの御発言をいただきました。ありがとうございます。 

 また、本日の傍聴人の方から録音の申出がございます。品川区都市計

画審議会の会議の公開に関する取扱要綱第８条に基づき、録音を許可す
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ることに対しまして、問題ないと思われますが、御異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

 異議なしとの御発言をいただきました。それでは、傍聴人の録音を許

可させていただきます。 

 会の冒頭に事務局からも発言がありましたが、審議会の時間が長時間

にならないよう、簡潔かつ効率的な御質疑に御協力いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議事項に入らせていただきます。 

 事務局より、議第４２０号「勝島運河公園における東京都市計画公園

の変更」について、説明をお願いいたします。質疑を行った後、審議を

お諮りしたいと思います。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  それでは、議第４２０号「勝島運河公園における東京都市計画公園の

変更」について、御説明させていただきます。 

 お手元の赤いインデックスで「説明資料（勝島運河公園）」と書かれた

Ａ３横資料を御覧ください。 

 初めに、都市計画変更の概要でございますが、今回の都市計画変更は、

区立しながわ花海道水辺広場を人道橋の整備に合わせ、人道橋とともに

都市計画公園に位置づけるものでございます。都市計画の種類としまし

ては都市計画公園、計画地の位置は資料記載のとおり、面積は約２.４ヘ

クタールとなってございます。 

 次に、Ａ３版資料の左側中央を御覧いただき、公園の種別としまして

は近隣公園、公園名は勝島運河公園でございます。 

 資料左側上段に位置図がございますが、赤の線が囲われている区域が、

今回、都市計画公園に追加を予定している箇所でございます。 

 続きまして、今回、都市計画変更に至った背景になりますが、本計画

地は現在、東京都港湾局と区が維持管理協定を締結し、区立しながわ花

海道水辺広場として、地域団体により季節ごとの草花等を管理していた

だきながら、イベントの開催や散策などを楽しむことができる、区民が

憩える交流の場となっております。 

 今回、両岸を結ぶ人道橋の架設計画を踏まえ、本計画地を都市計画公

園とすることで、今後も長く地域のにぎわいの拠点とするとともに、歩
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いて楽しいまち、回遊性とにぎわいのあるまちづくりを進めていくため

に、都市計画変更を行うものでございます。 

 次に、資料右上、都市計画公園における上位計画でございますが、「品

川区まちづくりマスタープラン」において、勝島運河を「水の拠点」と

して、水辺空間をつなぐ、歩いて楽しい街並み・移動環境・親水空間の

充実を方針としており、立会川・勝島地区まちづくりビジョンにおいて

も、勝島運河沿いや街路樹のある幹線道路、桜並木や花畑のあるしなが

わ花海道、旧東海道を生かした回遊路の確保、立会川エリアと勝島エリ

アの往来がしやすくなる歩行者等のネットワーク確保が取組の方向性と

位置づけられております。 

 さらに、「水とみどりの基本計画・行動計画」においては、しながわ花

海道に代表される地域主体の取組による四季を感じることができる水辺

の名所づくりや水辺の活動促進により、機能の充実を進めること、また、

勝島運河の入り江となった運河の形状を生かし、動力船と水上アクティ

ビティのすみ分けを行うとともに、公園等の整備により、運河に親しむ

ことのできる空間を確保することを方針としております。 

 最後に、資料右下に、これまでの経緯及び今後の予定を記載しており

ます。 

 これまでの経緯といたしまして、昨年１０月及び今年の７月に、それ

ぞれ人道橋整備の説明会及び都市計画の説明会を実施しております。ま

た、都市計画法第１７条に基づく縦覧を９月１４日から９月２８日まで

の期間で実施しており、併せて意見募集を行いましたが、意見の提出は

ございませんでした。 

 今後の予定としましては、今審議会を経て、今年の１２月上旬に都市

計画変更の決定・告示を目指してまいります。 

 説明は以上でございます。 

星野会長  説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、

御意見等がございましたら、お願いいたします。 

のだて委員  はい。 

星野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  今回、説明会が２回行われたということで、この意見などはどうなっ

ているか、あったのか、伺いたいと思います。 

 それと、今回、橋の場所について、説明会では素案が出されたと思い

ますけれども、現在、真ん中にする案で進められているということで、
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橋の位置が真ん中になった理由を伺います。 

 また、今回、都市計画公園で出ているということですが、位置づける

ことで何が変わるのか、伺いたいと思います。 

 資料の変更の目的のところに、地域のにぎわいの拠点とするとありま

すけれども、これはどういう意味なのか伺います。 

髙梨課長  会長、公園課長。 

星野会長  公園課長、どうぞ。 

髙梨課長  御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、説明会でございますけれども、２回行ってございまして、最初

の令和４年１０月の説明会では、人道橋架設に関わる整備事業の説明会

という内容でございましたので、人道橋の架設の位置や、その必要性等

の意見をいただいたところでございます。 

 その後、今年７月の説明会につきましては、本件でございます都市計

画公園とすることと、引き続き、人道橋の架設に関する説明等を行った

ところでございます。 

 意見の内容といたしましては、公園の整備に関することでございます

けれども、現在の花海道水辺広場における自転車走行の危険性をどうに

かしてほしい、また、花海道に植生するジャコウアゲハ等、そういった

貴重な生物を守ってもらいたいという御意見もいただきました。 

 また、人道橋の整備に関することにつきましては、工事中も花海道は

利用できるのか、人道橋の必要性等、費用対効果等についての御意見、

また、今、御質問の中でもございましたけれども、複数案提出させてい

ただいたルートの中で、なぜ真ん中の案を選んだのかといったことにつ

いて質疑があり、お答えをさせていただいたという状況でございます。 

 次に、都市計画公園として何が変わるのかでございますけれども、ま

ず、周辺の水辺広場につきましては、現状、皆様に利用していただいて

ございますので、まず、見た目であったり、利用の状況が大きく変わる

といったところはございません。現在は品川区条例上は特定児童遊園と

いうことで位置づけをさせていただいてございます。それを今回、都市

計画公園にすることで、地域の皆様に非常に親しんで、にぎわいをもっ

て使っていただく、この花海道水辺広場をこれからも恒久的に、長く、

人道橋の架設を契機に、皆様に使っていただけるように、都市計画の手

続を踏むことで、地域の皆様の合意をもって、ここを公園とするという

手続を踏むことで、より公園としての担保というか、恒久的な継続性の
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担保ができるものと考えてございます。 

 また、橋の右側についてでございますけれども、地域の方々、ＮＰＯ

が主体となって管理している公園でございます。その中で、隣接してい

る鮫洲入江広場でのユリのイベントをはじめ、コスモスや菜の花など、

この傾斜を利用しての花畑ということで、ＮＰＯ主体のイベントを行っ

ていた現状がございます。そういったにぎわいをこれからもっともっと

区と地域が一体となって盛り上げていけるように、この位置づけを進め

たい、このように考えているところでございます。 

 以上です。 

森課長  会長、道路課長。 

星野会長  道路課長、どうぞ。 

森課長  ２回の説明会の意見と、真ん中にしたときの理由ということでちょっ

と補足させていただきますけれども、地元説明会につきましては、令和

４年１０月２０日に１回目が行われまして、今、公園課長が申し上げま

したようなものに加えて、工事費でありますとか、あるいは対岸の佐川

急便さんとのお話であったりとか、地元の幅員のお話であったりとかが

お話として出ました。当然、勝島地区から立会川駅に行くということの

みを踏まえれば、一番南側に設置したほうがいいのではないかというよ

うな御意見もいただいておりましたけれども、区といたしましては、１

回目、２回目共に、利便性や回遊性、それから維持管理といったような

もので位置づけをして、真ん中のほうがより回遊性、利便性共に優れて

いるだろうということで、設置を真ん中とさせていただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

のだて委員  はい。 

星野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  説明会では、１回目から反対の声があったと聞いております。人道橋

には多額の費用がかかるといったことで反対だという声が住民から出さ

れています。今、コロナ禍や物価高騰の下で生活が大変なときにやるの

かと、こういったことですけれども、人道橋の整備には幾らかかるのか

伺います。 

 それと、橋の位置については、勝島側から渡ろうとすると、真ん中ほ

どにあるので、運河沿いを結構歩くことになってしまうということで、

住民への利便性向上につながるのか、私は疑問が残るところです。 
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 また、今回、都市計画公園に位置づけることで長く担保していきたい

ということですが、人道橋を整備しないと都市計画公園に位置づけるこ

とはできないのか伺います。 

 にぎわいのところでは、コスモスやユリなど花を植えて、にぎわいを

つくっていくということはいいと思うんですけれども、私が懸念してい

るのは、今回、改定されたまちづくりマスタープランでは、立会川が新

たな拠点に位置づけられました。立会川・勝島地区のまちづくりビジョ

ンの中でも、共同化による建て替え等の有効な土地利用を促進するとい

うことで描かれておりまして、人道橋は周辺地域での超高層再開発のポ

テンシャルを上げるものではないのかというところを危惧しているんで

すけれども、そこのところを伺いたいと思います。 

森課長  会長、道路課長。 

星野会長  道路課長、どうぞ。 

森課長  まず、幾らかかるのかというお話でございますけれども、金額につき

ましては、現在、総額で２０億を予定しているところでございます。当

然、整備に当たっては、国の補助金等を有効に活用しながら進めていき

たいと考えています。 

 それから、利便性がどうかというお話でございますけれども、利便性

も一つの評価項目ではございますけれども、中央に置くことで、鮫洲橋、

それから南側の競馬場通りも含めて、運河を自由に周回することもでき

ますので、そういった回遊性といったところも、運河を中心に考えた上

では非常に重要な項目だと考えておりまして、そういったものを含めて、

真ん中が一番妥当だろうと考えているところでございます。 

髙梨課長  会長、公園課長。 

星野会長  公園課長、どうぞ。 

髙梨課長  人道橋の整備がないと都市計画決定ができないのかといった御質問で

ございますけれども、今回、人道橋架設に伴いまして、両側に分かれて

いる花海道水辺広場のエリアが確定するといったところが大きな契機に

なっているところは事実でございますが、人道橋の架設がないと都市計

画決定がなされないわけではございません。 

 以上です。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  マスタープランの御質問をいただきましたが、御指摘のとおり、本年
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３月に改定いたしましたマスタープランの中で、立会川駅周辺の地域生

活拠点として新たに位置づけさせていただいたと。その意図するところ

としますと、やはり平成３１年に立会川・勝島地区まちづくりビジョン

を策定し、にぎわいや魅力や緑、水辺を生かしたまちづくり、それから

旧東海道、歴史を生かしたまちづくりを進めていくというところで、一

番最寄りの駅ということで、地域生活拠点として位置づけさせていただ

いたと。 

 御指摘のとおり、駅前の商店街は非常に道幅が狭いこともあって、建

物自体も更新、建て替えをどう行っていくかというところは、地域の方々

が勉強会等を開いて行っているような状況でございますが、そうした中

の一つに共同化という話もあろうかというところでございます。 

 それで、もともと地域のポテンシャルを上げていくためのものなのか

と、お話しいただいたとおり、地域の魅力を向上していくための一つと

いうところはまさにそういうことでございまして、ただ、近隣に大井競

馬場ですとか、民間の劇場の建設も進められております。来街する方に

足を延ばして花海道を体験していただいて、次来ていただくときは、周

辺の方にもお声がけしていただいて、この季節のいいときに水辺を散策

していただくような来街者を増やしていく、魅力、にぎわいを高めてい

くという意味合いが非常に強いというところでございます。 

のだて委員  はい。 

星野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  費用のことでは２０億円かかるということで、２０億円あれば、グル

ープホームの建設費３億円とすると、６か所つくることができる額にな

りますので、やはり今、物価高等で暮らしが大変な状況、福祉を向上さ

せていくことが必要なときに、そうした福祉充実にこそ使うべきだと思

います。 

 まちづくりのほうは、魅力を上げるということで、それがやはり超高

層再開発につながらないようにしていただきたいと、まだ懸念は残るな

と思うんですけれども、再開発によって、まちが壊され、住民追い出さ

れるということにもなりますので、ぜひ、超高層再開発にはしないよう

に求めたいと思います。 

 最後に、態度表明をしたいと思います。今回の変更に含まれる人道橋

は、住民生活の大変なときに２０億円かけて整備するもので、住民から、

必要性がない、無駄遣いだとの声が上がっています。また、超高層再開
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発を促進する懸念もありますし、人道橋を前提とした都市計画公園の実

現ということになりますので、議第４２０号には反対いたします。 

星野会長  ほかに御質問はありませんか。 

 あくつ委員、どうぞ。 

あくつ委員  御説明ありがとうございました。幾つか確認させてください。 

 勝島運河ということで、地域の方からは、本当にずっと望まれてきた

人道橋がようやく都市計画決定される、それも含めた都市計画公園とし

ていくということでの決定で、非常に賛成、ウエルカムですけれども、

運河ということで、一応、管理は国となっていたはずで、国との協議が

整ったということだと思うんですが、国は、いわゆる人道橋とか勝島の

今後の展開についてどのような意向があるのか、また、ここに何か縛り

があったのか、その辺りをお教えいただきたいのが一つです。 

 それと、この地域には、勝島のそういうＥボートとかＳＵＰ（スタン

ドアップパドル）、カヤックといったものを利用した区民の皆様の団体が

あって、そこで水遊びというか、水に親しむようなスポーツをしている。

恐らく品川区内、目黒川でもやっていますけれども、そういった団体が

あると思うんですが、そういった勝島を拠点にしているところからどう

いった要望があるのか。また、それに対してどのように考えているのか

をお聞きしたいと思います。 

森課長  会長、道路課長。 

星野会長  道路課長、どうぞ。 

森課長  まず、この湾の管理は港湾局でございますけれども、そちらと鋭意、

お話をずっと続けてきているところでございます。そちらから言われて

いることは、船の通行に支障がないようにということが一つでございま

す。そのために、水面から橋の下までの高さをきちんと取るようにとい

うことで、それは設計条件として入れているところでございます。 

 それから、今、おっしゃる花海道が堤防の形になっておりますけれど

も、そういったところになるべく荷重をかけないようにというような話

もありまして、そういった技術的な意見をいただいて、そういうのは全

てクリアしてございます。 

 それからもう１点、区民の団体の方とのお話ということでございます

けれども、先日も水辺で活動されている方とお話をさせていただきまし

た。その中で、様々、絵を描いていただいて、水辺でこういったことを

やりたいんだというような話を具体的に伺っています。それに対して区
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としては、資料を見ていただきますと、人道橋の整備イメージというの

が説明資料左下に書いてありますけれども、出島のようになっている橋

詰め部分については、構造的なものはなかなか難しいですけれども、デ

ザインであったりとか、しつらえであったりとか、そういったものはま

だこれから、区民の皆さん、それから水辺の関係の団体の方々の意見を

しっかり聞いて、反映できるものはしっかり反映しながら進めていきた

いなと考えているところでございます。 

あくつ委員  会長。 

星野会長  あくつ委員。 

あくつ委員  ありがとうございます。国からのそういった話合いも順調にいってい

るということでお伺いしました。現在、特定児童遊園という扱いになっ

ているものから都市計画公園になることでどういった変化があるんです

かという先ほどの質疑の中で、法的な位置は変わるよというところと、

根拠ができるよということと、私もよく散歩するんですけど、コスモス

であったり、福井県坂井市から提供があったユリなんかも非常にきれい

な、１つの観光名所になって、ただ、区の外から来るかというと、多分、

そこまでの吸引力は今はまだないのかなというところで、水辺というと

ころで、これは私見ですけど、今、天王洲がすごく勢いがある。寺田倉

庫さんを中心に、ああいう形になっている。品川区の水辺というのは、

水辺に面していながら、今まで十分に魅力を発信できていなかった部分、

そこで勝島がこういう形で大きく変わろうとしているというところで、

ぜひ地域の従前から活動されている皆様の御意見を、民間の感覚で様々、

多分、アグレッシブな提案をされていると思うんですけれども、できる

だけ取り入れていただいて、品川のトータルの水辺の魅力の発信、競馬

場も近いですし、そういったところも、ぜひ計画の中に入れていただけ

ればと思います。 

 私からは以上です。 

星野会長  そのほか、御質問、御質問等あるでしょうか。 

西本委員  はい。 

星野会長  西本委員、どうぞ。 

西本委員  少し質問させていただきますが、都市計画公園ということによって、

いろいろいいところがあるんだよという説明ですけれども、何がよくな

るのかなと。例えば、公園という形で指定すると、補助金とかの関係と

か、品川区の持ち出しって少なくなるのかとか、利用されるものが多く



 -10-

なってくるのかとか、そういうお金絡みの話をいただきたいんですけど。 

髙梨課長  会長、公園課長。 

星野会長  公園課長、どうぞ。 

髙梨課長  都市計画公園にすることのメリットという御質問かと思いますけれど

も、まず、第一義的には、先ほど私から答弁させていただいたとおり、

今までは東京都から借りた土地を水辺広場にさせていただいていたんで

すけれども、所有者は東京都港湾局から変わらないんですけれども、今

回、品川区が指定する都市計画公園としたことで、区民の皆様の総意で、

ここを恒久的に公園にしていくんだという意思表示で、よりにぎわいを

これから保っていくといったところが、まず、目的で一番よくなるポイ

ントでございます。 

 委員のお話にありましたとおり、都市計画公園とすることで頂ける補

助金ももちろんございますので、区といたしましては、先ほど道路課長

からも答弁がありましたけれども、この都市計画公園、人道橋整備に合

わせまして、花海道水辺広場も、舗装であったりとか、皆様が歩いてい

ただくところが大分傷んでいたりとか、場所によっては桜の枝が大分下

におりてきて、歩いて通ると危ないところもございますので、そういっ

たところをしっかりと整備させていただきたいと思っています。都市計

画公園として頂ける補助金については、しっかりと確保していきたいと

考えてございます。 

西本委員  委員長。 

星野会長  西本委員、どうぞ。 

西本委員  ありがとうございます。いろいろな場面でメリットがあるということ

は分かりましたけれども、恐らく、この人道橋ができると同時に、周り

の赤線で囲っているところも整備するという理解でいいのかなと思うん

ですが、今回の決算のときにも、入口が入りづらいとか、ベビーカーが

入りにくいとかというのがあったと思いますし、それから、コスモスと

か、いろいろな花壇を地域の方の御協力でよく管理されていると思うん

ですけれども、坂になっているので、すごくやりづらくて、斜面になっ

ているので、はいつくばってやるような状況なので、やりやすく、あま

り大げさなことをやると風景が変わってしまので、変わらずに区民の人

たちが維持管理しやすい、ちょっと取っ手をつけるとか、危険性がない

ような、相反する要求になってしまうかもしれないんですけれども、改

修のときには、今のやっていることにあまり影響がないように、だけど
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安全を深めていくという形にお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

髙梨課長  会長、公園課長。 

星野会長  公園課長、どうぞ。 

髙梨課長  御紹介がありましたとおり、花海道につきましては、非常に長細い形

状の広場ということで、自転車の通行が非常に多く、非常に狭い通路の

中での自転車と歩行者の共存ということで、多くの陳情の声をいただい

ている状況でございます。 

 現状、鮫洲入江広場から新浜川公園のルートにつきましては、バリア

フリールートといいますか、車椅子の方も入っていただける幅を確保し

ているんですけれども、それをすると、どうしても自転車も入ってきて

しまうということで、自転車を降りて押してくださいねという啓発看板

を設置したり、巡回に回ったりというような手はずを今取っているんで

すけど、なかなか改善されないという状況にあります。 

 今回の改修まで何もしないというわけではなく、引き続き対策はして

いくんですけれども、改修の際には、バリアフリー化と自転車との分離

を何か技術的な視点で解消することができないかという検討は併せて行

ってまいりたいと考えてございます。 

 あと、御提案にありました斜面の部分での作業がやりやすいというし

つらえにつきましては、こちらも引き続き土地の所有者は東京都港湾局

になります。防潮堤と護岸の所有者は港湾局になりますので、そこにど

ういったものであれば設置が可能なのかというような協議をしながら、

改修の際の設計に生かしていきたいと考えてございます。 

星野会長  そのほか、御質問、御意見等、何かございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、議第４２０号につきまして、お諮りしたいと思います。 

 議第４２０号「勝島運河公園における東京都市計画公園の変更」につ

きまして、案のとおりで差し支えない旨、答申することといたしたいと

思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成多数） 

 ありがとうございます。賛成多数でございます。そのよう決定をさせ

ていただきます。 

 続きまして、議第４２１号「勝島公園における東京都市計画公園の変

更」及び議第４２２号「幹線街路補助線街路第１４５号線における東京



 -12-

都市計画道路の変更」について、一括して説明をお願いいたします。質

疑を行った後、案件ごとに審議をお諮りしたいと思います。 

 それでは、説明をお願いします。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  はい、都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  それでは、議第４２１号、議第４２２号について、一括し、御説明さ

せていただきます。 

 お手元の赤いインデックスで、説明資料（勝島公園、補助１４５号線）

と書かれたＡ３横資料を御覧ください。 

 資料左上を御覧いただきまして、今回御審議いただきます都市計画の

種類は都市計画道路及び都市計画公園の変更で、どちらも品川区決定の

案件でございます。 

 続きまして、今回、変更を予定している幹線街路補助線街路第１４５

号線及び勝島公園につきましては、資料左側中段に位置図がございます

が、青で記載している部分が補助第１４５号線、また、赤枠で囲った部

分は現在、大井競馬場として利用されておりますが、こちらが未整備の

都市計画公園で、名称が勝島公園となっております。 

 続きまして、今回、都市計画変更に至った背景になりますが、現在、

都市計画道路補助第１４５号線のうち、勝島二丁目の約２６０メートル

の区間は道路の整備が完了しておりますが、現道の道路区域と都市計画

道路区域とが一致していない区間となってございます。 

 都内の都市計画道路は長期的な視点で都市計画決定されているため、

その多くは事業着手までに期間を要し、都市計画法による建築制限が長

期化してございます。このことを踏まえ、優先整備路線等を除く未着手

路線について、整備すべきものは整備し、見直すべきものは見直すとの

考えに基づき検証を実施し、令和元年１１月に都と２３区２６市２町が

協働で東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針を策定して

おります。 

 品川区内の路線についても検証を行い、現在の道路区域が都市計画道

路区域と一致していない当区間については、その方針の中で変更予定路

線と位置づけ、このため、この在り方に関する方針に基づき、補助第１

４５号線を現道に合わせ、変更するものでございます。 

 Ａ３資料右側の変更範囲の図を御覧いただき、点線部分が計画線、ま

た、実線が延長の道路線、この点線から実線に変更を行うものでござい
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ます。あわせて、この図の中の左側を御覧いただき、新浜川橋について、

橋梁機能の廃止に伴い、橋詰めが不要となっているため、この黄色の４

か所でございますが、都市計画変更を行うとともに、今回の変更に合わ

せ、全路線において車線の数を決定するものでございます。 

 補助第１４５号線の都市計画変更に伴い、現在、道路として供用され

ており、都市計画道路への追加を予定している区域が都市計画公園、勝

島公園の区域も含まれているため、都市計画公園区域から削除する変更

を併せて行うものでございます。 

 今回の変更は、都市計画道路の計画線を既に整備された道路の線形に

合わせて変更を行うもので、新たな用地買収や工事は発生せず、現在の

道路形状も変更はございません。 

 最後に、これまでの経緯でございますが、８月に土地所有者、建物所

有者に、直接、御説明を実施してございます。 

 また、都市計画法第１７条に基づく縦覧を２件同時に９月１４日から

９月２８日の２週間の期間で実施しており、併せて意見募集も行いまし

たが、意見の提出はございませんでした。 

 今後のスケジュールとしましては、本日の品川区都市計画審議会の審

議を経て、１２月上旬に都市計画変更の決定・告示を行う予定でござい

ます。 

 説明は以上でございます。 

星野会長  説明ありがとうございます。ただいまの説明に対して、御質問、御意

見等がございましたらお願いいたします。 

 のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  これですけれども、橋詰めのところ、橋の架け替え用地の空間として

確保していたということに対しての、ここに今、公衆トイレがあると思

うんですが、今後それはどうなるのかというところを伺いたいと思いま

す。 

 また、道路について、形状に合わせるということですので、現形状か

らの位置ですとか、車線数に変更はないと。また、住民への影響はない

ということでよろしいですか、確認させていただきたいと思います。 

髙梨課長  会長、公園課長。 

星野会長  公園課長、どうぞ。 

髙梨課長  新浜川橋の橋詰め用地にある公衆トイレの件ですが、公衆トイレは公

園課が所管しておりますので、私からお答えさせていただきます。 
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 まず、今回の都市計画変更で公衆トイレを廃止するということはござ

いません。 

鈴木課長  委員長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  １４５号線の線形を現状に合わせるというところでの影響でございま

すが、車線数も現状のままということで変更はございません。 

 それから、基本的に変更部分について、土地、建物をお持ちの方につ

いても、現状から影響ないというところで、特に黄色の部分については、

これまで都市計画道路としての網がかかっていたわけでございますの

で、その網が外れるというところで、土地利用的には都市計画の縛りも

なくなって、法的にはそういう位置づけ、網が外れるということでござ

います。 

のだて委員  会長。 

星野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  今回、現状に合わせるということで、住民への影響もないということ

でしたので、議第４２１号、４２２号、共に賛成したいと思います。 

西本委員  はい。 

星野会長  西本委員、どうぞ。 

西本委員  現道の道路区域と都市計画道路区域の不一致というのが、どういう経

緯でそうなったのかなと。そこの理由を教えてもらいたいんですけど。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  Ａ３横の資料、右上の図、左側の先ほどの橋詰めのほうから右側の３

０メートルの道路まで見ていただくと、計画線がずれているというとこ

ろもございまして、当時、整備される前、交通事故が結構多くて、交通

安全対策のために、現在の見通しが真っすぐになるような形で整備して

はどうだと、警察ですとか地域住民の方から要望を受けた経緯がござい

ます。 

 都市計画の変更というのは、期間と手間がかかるということもあって、

交通安全の対策の観点から、まずは現道を現在の形で、見通しとして真

っすぐになるような形で整備をしたというところが発端でございまし

て、地域からの要望、警察からの要望も受けて、交通事故も減ったとい

うこともあって、結果的には現状に計画線自体を変更して合わせるとい

う形での今回の手続でございます。 
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西本委員  はい、会長。 

星野会長  西本委員、どうぞ。 

西本委員  ありがとうございます。 

 そうすると、地域の方々からの御意見でいろいろ変更してきたという

ことは、民地というか、もともと持っていられる方はいらっしゃったと

思うんですよね。そこの方々には合意を取った上で、この現道というの

が出来上がってきたという理解でよろしいんでしょうか。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

星野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  御指摘のとおり、土地所有者の方の承諾なしに整備をして、道路区域

の編入というのはできませんので、この案件でいうと、東京都競馬株式

会社が権利の方でございますので、そうしたところと協議、調整をして、

同意を得た上で整備を行ったところでございます。 

星野会長  そのほか、御質問、御意見はございませんか。 

 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、議第４２１号、議第４２２号につきまして、お諮りしたい

と思います。 

 議第４２１号「勝島公園における東京都市計画公園の変更」につきま

して、案のとおりで差し支えない旨、答申することといたしたいと存じ

ますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員賛成） 

 ありがとうございます。全員賛成でございます。そのように決定させ

ていただきます。 

 次に、議第４２２号「幹線街路補助線街路第１４５号線における東京

都市計画道路の変更」につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答

申することといたしたいと存じますが、賛成の方の挙手をお願いいたし

ます。 

（全員賛成） 

 全員賛成でございます。そのように決定させていただきます。 

 以上で、本日予定しておりました全ての議題が終了いたしました。 

 事務局より連絡事項等がございましたらお願いいたします。 

事務局  御審議ありがとうございました。 

 事務局からのお知らせでございます。 

 次回の都市計画審議会の日程でございますけれども、まだ確定はして
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いないんですが、１２月２６日の午前中、そしてもう一つが翌日の１２

月２７日を予定しております。なるべく早くお知らせしたいと思います

ので、決まり次第、御連絡差し上げたいと思います。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

 事務局からは以上でございます。 

星野会長  これをもちまして、第１７９回品川区都市計画審議会を閉会いたしま

す。円滑な御審議をいただきまして、ありがとうございました。 

―― 了 ―― 

 


